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関係人口受入団体支援補助金

「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、
地域や地域の人々と多様にかかわる人々のことを指します。
鳥取県では、将来的な地域の担い手確保や地域活性化につなげるため、県外から来県し地

域活動等を行う方（関係人口）の受入れを行う団体等を支援しています。
受入団体等への支援を通じて、関係人口の創出・拡大につなげます。

補助対象
参加者に対し、滞在場所及び地域住民との交流や学びの場を
一体的に提供できる市町村、企業、団体、個人

補助率・補助上限 補助率 １／２、補助上限 ６万円／人 （１団体上限６０万円）

補助対象経費

（１）参加者来県旅費（公共交通機関に限る）
（２）参加者の滞在に要する経費（宿泊費、寝具レンタル代等）
（３）参加者の受け入れに要する経費（保険料、地域活動や地域との交流イベント開

催に係る経費等）
※対象外経費
・エアサポート支援事業の支援を受ける航空運賃
・飲食代、人件費等

補助条件

・１泊２日以上の行程であること
・概ね３時間以上の地域活動や地域ならではの体験、地域住民や受入団体との交流が
あること

・ふるさと来ＬＯＶＥとっとりへの登録

都市部等の県外に在住する者が来県し、本県ならではの地域資源を生かした体験や地域活動を行うた
めの費用を受入団体に対して助成。

補助対象
民間企業、団体、NPO法人等
※公の施設設置者から委託を受けて既存施設の運営管理を行う者を除く

補助率・補助上限 補助率 １／２、補助上限 １００万円（１団体上限１００万円）

補助対象経費
・既存施設の改修経費
（１件10万円以上の備品購入に要する経費、電気通信設備の改修に要する経費等）
※新築・増築は対象外

関係人口の創出・拡大を目的に、民間企業が設置または運営する既存のワーケーション拠点施設の改
修費用を助成。

ファミリーワーケーション
を全世代に拡大
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